
The purpose of this study is to clarify the process of designation and operation of a Historic District in Little Tokyo, Los Angeles, the U.S. The results 

show that the designation of Little Tokyo as a Historic District was achieved based on the activities of a local non-profit organization, and that the 

Community Redevelopment Agency supported the application. The non-profit organization, which is the main operator of the Historic District, is 

able to operate the Historic District stably because it has the financial strength to manage a number of properties in addition to the Historic District. 

Keywords: Historic District, Historical Community, Regional Culture, NPOs, Redevelopment, Gentrification 

歴史地区, 歴史的コミュニティ, 地域文化, NPO法人, 都市再開発, ジェントリフィケーション 

1. はじめに

1.1 研究の背景と目的

世界中で新自由主義 1）が広まり、東京を含めた大都市では規制緩

和による大規模な再開発が増加している。再開発には多くの利点があ

るが、一方で歴史的市街地やコミュニティ、地域文化の喪失といった

問題がある。これらは 1990 年代からジェントリフィケーション 2）の

問題で指摘されている。

ところで米国では大都市であっても多くの歴史地区（Historic 

District、以下：HD）が指定され、再開発が進む中でも歴史的市街地

やコミュニティ、地域文化の継承が図られている。カルフォルニア州

（以下：CA 州）にある大都市ロサンゼルス市（以下：LA 市）でも、

リトルトーキョー歴史地区（以下：リトルトーキョーHD）といった

HD が指定され、地域の NPO 法人らの運営を通じて歴史的コミュニ

ティや地域文化注 1）の継承が実現されている。日本の大都市にとって

も、伝統的建造物保存地区といった歴史地区指定を増やし注 2）、歴史

的コミュニティや地域文化が継承される方策として、米国の事例から

得られる知見は多いと考えられる。

そこで本研究は、LA 市リトルトーキョーにおける歴史的コミュニ

ティや地域文化の継承が実現している要因を探るために、リトルトー

キョー中心部の再開発計画とリトルトーキョーHD の指定経緯、さら

にリトルトーキョーHD の運営方法を明らかにすることを目的とす

る。その上で、日本の大都市における歴史地区指定の増加および歴史

的コミュニティと地域文化を継承する方法を展望する。

1.2 既往研究と本研究の位置付け 

HD に関する研究として、米国では HD 制度が歴史的資産の継続的

な保全に果たす役割に着目し、有効な制度運用方法を明らかにした

Phelps 3）の研究、日本では HD 制度の法的根拠やその進展過程を分析

し、制度運用上の課題を明らかにした窪田ら 4）5）の研究がある。 

リトルトーキョーに関する研究として、米国では再開発期における

日本企業の不動産開発が新たな開発の波を引き起こしたことを明ら

かにした Umemoto ら 6）の研究、日本では再開発に伴う建物や施設の

新築・修復過程を通じてリトルトーキョーの変容を分析し、リトルト

ーキョーが再開発によるジェントリフィケーションが顕著な地区で

あることを明らかにした杉浦 7）8）の研究がある。 

低所得層の住宅問題の解決を図る NPO である Community 

Development Corporation（以下：CDC）に関する研究として、米国に

おける複数の事例を取り上げた平山ら 9）、ハウジングアンドコミュニ

ティ財団の著書 10）があるが、LA 市スキッドロウ地区の取り組みは取

り上げているもののリトルトーキョーは取り上げていない。

以上の既往研究では、リトルトーキョーHD については再開発に伴

う歴史的経緯のみ言及されており、具体的なリトルトーキョーHD の

指定経緯は明らかにされていない。さらに、HD 制度や CDC につい

ては様々な事例を通じて課題や運用方法が言及されているが、リトル

トーキョーHD の運営やそれに関わる NPO 法人については十分に明

らかにされていない。

また、日本における歴史地区指定制度の研究は多いが注 3)、歴史地

区の運営に関して論じたものとして、「伝統的建造物保存地区」にお

ける人口減少と空き家の増加、後継者不足等による歴史的特徴と文化

特性の継承に関する課題を指摘した岩井 12）の研究がある。 

本研究では、既存研究で明らかにされていないリトルトーキョー中

心部の再開発計画とリトルトーキョーHD の指定経緯、さらにリトル
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トーキョーHD の運営方法を明らかにすることに独自性があり、そこ

で得られた知見をもとづいて、日本の大都市における歴史地区指定の

増加および歴史的コミュニティと地域文化を継承する方法を展望す

るものである。 

1.3 研究の方法  

まずリトルトーキョーHD を含めたリトルトーキョーの歴史的コ

ミュニティと地域文化の継承状況を確認するために、リトルトーキョ

ーの変遷及びリトルトーキョー中心部の現状、リトルトーキョーHD

に関わる NPO 法人を、文献調査及び現地調査注 4）から明らかにする

（２章）。次に、リトルトーキョーの歴史的コミュニティと地域文化

の継承が実現した要因を探るために、文献調査及びヒアリング調査注

5）からリトルトーキョー中心部の再開発計画とリトルトーキョーHD

の指定経緯について明らかにする（３章）。さらに、リトルトーキョ

ーHD の運営方法を、ヒアリング調査注 6）注 7）注 8）注 9）注 10）注 11）注 12）か

ら明らかにする（４章）。最後に以上で明らかにしたことを踏まえて、

日本の大都市における歴史地区指定の増加および歴史的コミュニテ

ィと地域文化を継承する方法を展望する。（５章）。 

1.4 リトルトーキョー 

リトルトーキョーの位置を図１に示す。 

リトルトーキョーは、全米で 2 番目に人口が多い LA 市のダウンタ

ウン内に位置する米国最大の日系アメリカ人（以下：日系人）街であ

り、日系人社会の歴史・文化的な中心地でもある。リトルトーキョー

の北側には LA 市の鉄道の中心駅であるユニオンステーションがあ

り、西側には芸術・文化施設が立ち並んでいるバンカーヒルや LA 市

庁舎や交通局施設等の公共施設が立ち並ぶシビックセンターがある。 

LA 市は 1910 年から 1920 年にかけてとられた合併政策によってほ

ぼ現在の市域となり、また人口も急激に増加した。その後も細かい合

併があり現在の市域と人口となった 13)。 

 

2. リトルトーキョーの変遷と現状 

2.1 リトルトーキョーの変遷  

リトルトーキョーの変遷を表１に示す。 

1885 年に日本人船乗りが米国風カフェ「カメ・レストラン」を開い

たのが始まりとされており、1940 年代には日系人の住宅や店舗が数

多くあった 14）。しかし、1941 年の真珠湾攻撃を契機に太平洋戦争が

勃発し、1942 年に大統領令 9066 号により全日系人が強制収容された。

これにより、日系人の住宅や店舗が閉鎖され、同時に LA 市はリトル

トーキョー内の多くの土地・建物を取得した。 

戦後 1950 年代から 1960 年代にかけて、放置されていた建物の再

開発やシビックセンターの拡張計画の検討、また鹿島ビルの建設 15)

といった日本企業の進出が始まった。この時期の動きが「再開発第一

波」注 13）といわれている。 

 次に 1970 年頃から、連邦政府に対して日系人の強制収容やその後

の不当な扱いに対する批判運動であるリドレス運動（Redress 

Movement）注 14）が活発になり様々な日系人コミュニティが形成され

る中、シビックセンターのリトルトーキョー内への拡張計画が検討さ

れ始めた。1970 年には LA 市議会によって「リトルトーキョー再開発

事業」が承認され、ホテルやショッピングモールの開発 18）が進めら

れたことで、多くの日系人が立ち退きを余儀なくされた。開発は 1990

年代まで続き、「再開発第二波」注 13）といわれている。 

さらに、2001 年に LA 市のダウンタウンが望ましい開発地と示す適

応再利用条例（The Adaptive Reuse Ordinance）注 15）が発行され、2003

年から不動産会社による市場価格の分譲マンションの建設や公共交

通機関の主要路線である Little Tokyo/ Arts District 駅が 2009 年に路面

電車、2023 年に地下鉄で開通したことで、ジェントリフィケーショ

ン問題が顕著になった 19）。この状況が「再開発第三波」注 13）といわれ

ている。その影響により、2024 年に米国の NPO 法人であるナショナ

ルトラスト歴史保存団体（National Trust for Historic Preservation）によ

り、存続の危機 18）20）にある歴史地区の一つに挙げられた。 

2.2 リトルトーキョー中心部の現状  

リトルトーキョー中心部とリトルトーキョーHD の建物を図２に

示す。 

1) リトルトーキョー中心部の市街地状況 

リトルトーキョー中心部は、北側がEast Temple St.、南側はEast Third 

St.、西側は Alameda St.、東は Los Angeles St.に囲まれたエリアである。

リトルトーキョー中心部内の北側にある East First St.の南側に観光客

が多く訪れる Japanese Village Plaza がある。East First St.の北側には歴

史地区として指定されたリトルトーキョーHD がある。また、リトル

トーキョーHD の東側には日系人の歴史記録を展示する Japanese 

American National Museum があり、その East First St.を挟んだ南側に 2

つの地下鉄路線が通っている Little Tokyo/ Arts District 駅がある。 

リトルトーキョー中心部の西側には LA 市庁舎を含むシビックセ

ンターがあるため、西側から再開発が進行し、再開発以前の建物はリ

トルトーキョーHD とその周辺に数棟が残るのみとなった。注 16） 

表１ リトルトーキョーの変遷 

図１ リトルトーキョーの位置 
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図２ リトルトーキョー中心部とリトルトーキョーHD の建物 
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図３ リトルトーキョーHD に関わる NPO 法人の概要 
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リトルトーキョー中心部を含むダウンタウン東部は、ダウンタウン

の空洞化が進んだ 1970 年では約 1,500 人であったが、その後空洞化

が改善され、2020 年では約 5,700 人と増加している注 17）。 

2) リトルトーキョーHD の現状 

リトルトーキョーHD には 13 棟の建物があり、1 棟を除くほとんど

が 1942 年の全日系人強制収容以前に建てられたものである。現在、

LA 市が 4 棟を所有しており、NPO 法人の Little Tokyo Service Center

（以下：LTSC）は以下の 5 棟に関与している：Union Center for The 

Arts（以下：旧合同教会）、San Pedro Firm Building、Daimaru Hotel、Far 

East Building、Japanese American National Museum Historic Building（以

下：旧西本願寺）。LTSC は旧西本願寺を除く建物について、民間また

は LA 市からの長期リースもしくは譲渡を受けて所有している。 

リトルトーキョーHD の建物には現在、4 カ所の空き店舗がある。

そのうち、LTSC が所有している建物にある 2 カ所の空き店舗は、店

舗移転等の理由による閉店である。一方、残りの 2 カ所は賃貸料の値

上げが原因で立ち退きによる閉店である注 18）。 

2.3 リトルトーキョーHD に関わる NPO 法人 

リトルトーキョーHD に関わる NPO 法人を図３で示す注 19）。 

1) Little Tokyo Service Center（LTSC） 

LTSC は、リトルトーキョーを含む LA 市の日系人コミュニティに

対する社会福祉サービスを目的とした NPO 法人で 1979 年に設立さ

れた。また、再開発の進行に伴い、低所得者の居住権を守るための活

動を行ったことが契機となり、立ち退き問題に対応しつつアフォーダ

ブル住宅注 20）を提供する目的で不動産部門（CDC）が 1994 年に設立

された。拠点として、LTSC が不動産管理している Casa Heiwa 内に事

務所がある。組織構成として、サービス部門、コミュニティ部門、開

発部門、不動産部門、財務管理部門の 5 つに分かれている。 

主な活動として、リトルトーキョーの歴史と文化の保護を努めるよ

うに持続可能なコミュニティの形成をはじめとして、低所得者・育児、

ホームレス・中小企業への支援を行っている。不動産部門では、不動

産開発・管理やアフォーダブル住宅の建設を行っており、その活動範

囲は LA 市近郊まで広がっている。現在、LTSC は全部で 30 棟（うち

4 棟は建設中）、リトルトーキョー内では 8 棟（うち 1 棟が建設中）

の不動産を所有・運営している。 

2024 年の組織予算では、年間収入が約 19 百万ドルである。最も大

きな割合を占める助成金が約 11 百万ドル（60％）あり、うち建設関

係が 4 百万ドル（40％）である。また、不動産収入として約 2 百万ド

ル（8％）がある。 

2) Little Tokyo Community Council（以下：LTCC） 

 LTCC は、リトルトーキョーの市民や企業、宗教、文化、コミュニ

ティ団体らからなる NPO 法人のコミュニティ協議会で 1999 年に設

立された。LTSC をはじめ、リトルトーキョーに存在するほとんどの

NPO 法人が参画している。拠点として、LTSC が不動産管理している

Far East Builidng の Far East Lounge に事務所がある。 

主な活動として、月に一度 Japanese American Nation Museum でコミ

ュニティ協議会を開催し、コミュニティから提示された課題に焦点を

当て、その解決策を模索・提供している。また、LTCC が立ち上げた

プロジェクトとして、リトルトーキョー内の企業支援を目的に観光誘

致を推進する Go Little Tokyo やリトルトーキョーの持続可能な環境、

経済、文化を促進する Sustainable Little Tokyo 等がある。 

3) Little Tokyo Historical Society（以下：LTHS） 

LTHS は、日系人の歴史や遺産の保存・共有を目的としたボランテ

ィアの NPO 法人で 2006 年に LTSC を通じて設立され、2011 年に独

立した。拠点として、Little Tokyo Mall に倉庫があり、Japanese American 

Nation Museum を月例会議場所として利用している。 

主な活動として、保存として記録した歴史を出版物や Web 掲載、

セミナー、LTSC と共同実施しているリトルトーキョーの見学ツアー

等を通じて情報発信している。また、歴史的建築物の国家歴史登録財

の申請等も行っている。 

4) Japanese American National Museum（以下:JANM） 

JANM は、日系人の歴史記録を収集保全施設として展示している

NPO 法人で 1985 年に設立された。拠点として、元はリトルトーキョ

ーHD 内の旧西本願寺が博物館であったが、1992 年からは東側に新設

された現博物館へ拠点を移して運営している。また、リトルトーキョ

ーの地域コミュニティ向けの貸出スペースがあり、LTCC や LTHS が

利用している。 

5) Go For Broke National Education Center（以下:GFBNEC） 

GFBNEC は、第二次世界大戦中の日系退役軍人を中心に、戦時中の

歴史を保存・共有することを目的とした NPO 法人で 1989 年に設立

された。拠点として、リトルトーキョーHD 内の旧西本願寺で博物館

を運営している。また、LTSC と共同で Go For Broke Plaza＆First Street 

North Residences を建設中であり、GFBNEC の事務所が入る予定であ

る。 

6) Save Little Tokyo North 

Save Little Tokyo North は、1970 年代に始まった再開発事業による

歴史的地区の喪失に対抗するため、日系三世を中心とした若手によっ

て結成された任意団体で 1985 年頃に設立された。この団体は、1986

年頃まで活動していた。注 21） 

7) Little Tokyo Redevelopment Association（以下:LTRA） 

LTRA は、市のシビックセンター拡張計画によるリトルトーキョー

の衰退を懸念して地域住民や土地所有者、事業者による NPO 団体で

1963 年に設立された。コミュニティや文化を尊重した再開発事業の

基盤を築くことを目的として活動を行っていたが、同様の目的をもっ

た Little Tokyo Community Development Advisory Committee が設立され

たため、LTRA は 1969 年に解散した。 

8) Little Tokyo Community Development Advisory Committee 

（以下:LTCDAC） 

LTCDAC は、LA 市長によって任命された公式市民委員会であり、

1969 年に設立された。LTRA の役割を引き継ぎ、リトル東京再開発事

業を計画・実施するにあたり、地域住民、市、CRA 間の意見を調整す

る役割を担っていた。 

2.4 歴史的コミュニティと地域文化の継承 

 以上のようにリトルトーキョーでは、13 棟の全日系人強制収容以前

に建てられた歴史的建築物が保全されているリトルトーキョーHD

を中心として、いくつかの空き店舗が発生しているものの、歴史的コ

ミュニティと地域文化の継承が実現している。その背景には、再開発

によって地域の人口が増加する一方で、リトルトーキョーHD が指定

されたこと、また多くの NPO 法人がリトルトーキョーHD に関わっ

ていることがある。 

 以下、リトルトーキョーにおいて歴史的コミュニティと地域文化の
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継承が実現した要因を探るために、リトルトーキョー中心部での再開

発計画とリトルトーキョーHD の指定経緯、さらにリトルトーキョー

HD の運営方法について明らかにする。 

 

3. リトルトーキョー中心部の再開発計画とリトルトーキョーHD の

指定経緯 

3.1 HD 

HD とは、1930 年代に歴史的環境の保全を目的として誕生し、1960

年代からは居住環境保存も包含されている。米国では、居住環境とし

ての質を保全するための指定が多く、建物保全のための規制よりも、

地区の性格を維持しつつ、環境を漸次更新するための手段、つまり動

態的保全とされている。注 22） 

リトルトーキョーHD での HD 制度として、連邦政府内務省の国立

公園局（National Park Service）管轄制度の National Register of Historic 

Places, National Historic Landmark と LA 市管轄制度の Los Angeles 

Historic Cultural Monuments がある。  

National Register of Historic Places は、1966 年の歴史保存法（The 

Historic Preservation Act）によって制定された国家制度で、歴史的・文

化的・建築的に重要な建物、地区、構造物、遺跡を幅広く指定される。

指定基準は比較的広範で、地方・地域的な重要性をもつ場所も対象と

なる。指定された場所には保護や修復のための資金援助や税制優遇が

適用される場合がある。2025 年 1 月時点で、LA 市に 252 カ所の指定

がある 21）。 

National Historic Landmark は、National Register of Historic Places の

一部に含まれる特別なカテゴリーで、アメリカ全体の歴史や文化に対

して特別な意義をもつ場所が指定される。指定基準は、National 

表２ リトルトーキョー中心部の再開発計画とリトルトーキョーHD の指定経緯 
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Register of Historic Places に比べて極めて厳格で、全米レベルでの重要

性が求められる。2025 年 1 月で、LA 市に 9 カ所の指定があり、その

うち歴史地区として指定された National Historic Landmark District は

リトルトーキョーHD を含めて 2 カ所である 22）。 

Los Angeles Historic Cultural Monuments は、1958 年に制定された LA

市が独自に実施している歴史的建造物保護の制度であり、地域の文化

的・歴史的重要性をもつ建物や場所を保護し、地域コミュニティの歴

史的遺産を継承することが目的である。2025 年 1 月時点で、LA 市に

134 カ所の指定がある 23）。 

3.2 再開発計画とリトルトーキョーHD の指定経緯 

リトルトーキョーHD の指定経緯を表２、リトルトーキョーHD 指

定に関わる組織を表３に示す。 

1950 年に Parker Center の建設計画により、East First St.北側地区の

西側一帯の建物が取り壊され、1,000 人以上の賃貸営業者・居住者の

立ち退きが強要された注 23）。その西側の開発の流れとして、1960 年頃

から市がシビックセンターの拡張計画で East First St.北側地区の再開

発構想が検討され始めた注 23）。それに対応するために 1963 年に LTRA

が設立され、リトルトーキョーの歴史・文化背景を考慮した再開発を

模索した注 23）。そして、LTRA の役割を引き継ぐ形で 1969 年に

LTCDAC が設立された注 23）。 

1970 年に LA 市コミュニティ再開発庁（Community Redevelopment 

Agency of the City of Los Angeles、以下：CRA、表３）が主導するリト

ルトーキョー再開発事業が LA 市議会によって承認された注 23）。LA 市

は、East First St.の拡幅を目的として 1973 年に East First St.北側地区

の土地買上げ計画を発表した 24）が、関係者間で合意が得られなかっ

たことや景気後退による再開発事業の停滞により LA 市は 1979 年

East First St.北側地区の土地買上げを放棄した 25）。この時期すでに East 

First St.北側地区が歴史的なリトルトーキョーの街並みを残す唯一の

地区となっていた。 

その後、1982 年に CRA から East First St.北側地での建物保全・文

化施設新設の再開発案 26）、1985 年に建物保全計画が発表された 27）。

同年に地域の任意組織の Save Little Tokyo North が組織され、歴史保

存団体の Los Angeles Conservancy と共に連邦・州政府に対して歴史地

区の保存を働きかけた注 24）。また、1986 年に LTCDAC と The Los 

Angeles Conservancy は州政府、連邦政府に対して East First St.北側地

区の National Register of Historic Places への申請と市政府に対して旧

合同教会と旧西本願寺の Los Angeles Historic Cultural Monuments への

申請をした 28）。しかし、申請に対して一部 LA 市議員が審議を延期さ

せ、再開発案の提示をして問題となった 27）が、同年に East First St.北

側地区は National Register of Historic Places と Los Angeles Historic 

Cultural Monuments に指定された 21）23）。 

これらに後押しされ、CRA は再開発プロジェクトとして East First 

St.北側地区内の建物修復に関する助言と助成の推進を行った注 25）。さ

図４ NPO 法人間の連携 

表３ リトルトーキョーHD 指定に関わる組織 
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らに、1993 年には CRA の歴史保存専門家である Ileana Liel が中心と

なって、East First St.北側地区の各建物の特徴を詳細に調査・文書化し

注 26）、National Historic Landmark の登録申請を行った 29）。その結果、

1995 年に East First St.北側地区が指定され 22）、13 の建物が大幅な改

修や取り壊しから保護されることになった。 

その後、1996 年に交番（Little Tokyo Koban and Visitor's Center）が

設置されて、建物の保護だけではなく、地元市民による地区の安全管

理が進むと共に、歴史的コミュニティと地域文化の継承の礎となった。 

 

4. リトルトーキョーHD の運営方法 

4.1 建物の所有（図２、図３） 

NPO 法人である LTSC が、リトルトーキョーHD 内の建物 13 棟中

の 4 棟と最も多くの建物を所有している。また、LA 市が土地・建物

を所有している旧西本願寺の 2 階では NPO 法人の GFBNEC が運営

している。そのため、LTSC をはじめとする NPO 法人がリトルトーキ

ョーHD の歴史的な街並みの維持において大きな影響力をもってい

るといえる。 

さらに、LTSC はリトルトーキョーHD を含むリトルトーキョー内

の貸店舗やアフォーダブル住宅を地域の低所得者や中小企業、他の

NPO 法人へ安価に貸し出している。これにより、高齢者を含む既存

の地域住民である日系人が長期的に居住や事業運営を続けられる環

境が整い、歴史的なコミュニティや地域文化の継承が促進されている。 

4.2 リトルトーキョーに限定しない不動産開発・運営（図２、図３） 

約 19 百万ドルもの年間収入をもつ LTSC は、リトルトーキョー以

外の地域で 22 棟のアフォーダブル住宅を所有・運営し、年間約 1.6 百

万ドルもの不動産収入を得ている。また、建設関係の助成金も 4 百万

ドルを確保している。 

さらに、リトルトーキョー内では貸店舗やアフォーダブル住宅に加

えて、文化施設 Terasaki Budokan を運営し、地域コミュニティに広く

利用されることで、利用料やアクティビティからの収入を確保してい

るほかに、地域 NPO 法人の GFBNEC との連携で Go For Broke Plaza

＆First Street North Residence の建設企画も進行中であり、新たな収入

源も確保もしている（図４）。 

 このように、リトルトーキョー以外の地域での不動産開発・運営、

地域コミュニティ向けの文化施設の建設、他の NPO 法人との連携に

よる建設企画を通じて、LTSC は複数の収入源を確保し、リトルトー

キョーHD の建物を安定して運営できている（図４）。 

4.3 NPO 法人間の連携 

2020 年 9 月時点での NPO 法人間の連携を図４に示す。 

不動産を介した連携として、LTSC は、Far East Building の Far East 

Lounge を LTCC へ事務所として安価に貸出しており、他にも JANM

は貸出スペースを LTHS や LTCC に会議室として無償で貸出してい

る。これにより NPO 法人の地域活動が円滑に行われると共に、不動

産利用による持続的な建物保全と歴史的コミュニティの継承が実現

している。 

また、LTCC は複数の NPO 法人の積極的な参画からなり、リトル

トーキョーHD を含むリトルトーキョーの課題に対する情報を共有

して相互に調整しながら解決策を共に模索し企画を立案している。例

えば Japanese American Cultural Community Center (JACCC)を介して

「Sustainable Little Tokyo プロジェクト」に参画して、アフォーダブル

住宅 Go For Broke Plaza & First Street North Residents の建設計画を

GFBNEC との連携を促して企画した。 

他にも LTSC と LTHS は共同で見学ツアー実施して、リトルトーキ

ョーHD の情報発信を行って歴史的コミュニティの継承に取り組ん

でいる。LTSC は広域に建設されたアフォーダブル住宅を日系人等の

低所得者・中小企業へ安価に貸し出すことで歴史的コミュニティと地

域文化の継承に貢献すると共に、そこから得た複数収入を元にしてリ

トルトーキョーHD を安定して運営している。 

以上のように、NPO 法人はそれぞれの強みを生かして互いに連携

することで、各々が活発に活動できており、リトルトーキョーHD の

ための問題解決や企画の立案、連携イベントに繋がり、歴史地区の保

全や歴史的コミュニティと地域文化の継承を実現している。 

 

5. まとめ 

本研究は、リトルトーキョー中心部の再開発計画とリトルトーキョ

ーHD の指定経緯、さらにリトルトーキョーHD の運営方法について、

以下のことを明らかにした。 

・再開発が進む中で日系人を含む低所得者の居住権を守る活動が活

発化し、その結果歴史的コミュニティや地域文化を尊重した再開発

事業が進み人口が回復したこと、また人口回復に合わせて日系人を

中心とする NPO 団体が設立、活動していたことが、その後のリト

ルトーキョーHD の申請、指定の土台となった。 

・ 地元市民や NPO 法人が LA 市全体の歴史保存を目的とする NPO 法

人と連携することで、比較的緩やかな基準の National Register of 

Historic Places の指定を受けることができ、また 2 棟の建物が Los 

Angeles Historic Cultural Monuments の指定を受けることができた。

そして NPO 法人や地元市民の活動を受けて、一般的に再開発を計

画し事業を行う CRA が、建物保全計画を作成して、建物保全に重

要な役割を果たした。さらに、CRA の取り組みにより、厳しい基

準の National Historic Landmark への申請・指定を満たす働きかけと

なった。 

・ HD への指定によって、建物は大幅な改修や取り壊しから保護され

ることになるが、建物内の店舗等のテナントは建物所有者の裁量

に依存しており、必ずしも保護されるわけではない。この問題に対

処するため、LTSC をはじめとする NPO 法人が多くの建物を所有

または LA 市から借り受けている。また、コミュニティ協議会に相

当する NPO 法人である LTCC が、リトルトーキョーHD の NPO 法

人や土地・建物所有者の意見を調整し、低所得者が住み続けられる

環境や老舗企業の保護に貢献している。 

・ リトルトーキョーHD の運営において重要な役割を果たしている

LTSC は、リトルトーキョー外でも多くのアフォーダブル住宅の不

動産を開発・運営しており、独自の安定した収入基盤をもつことで

活動を継続している。さらに、他の NPO 法人と連携して、アフォ

ーダブル住宅の建設を進め、新たな収入源を確保している。 

・ LTSC をはじめとする NPO 法人は、所有する不動産を他の NPO 法

人に安価に貸出すことで、それらの NPO 法人が活発に活動できる

環境を整えている。これにより、NPO 法人間の相互連携が強化さ

れ、リトルトーキョーHD における問題解決や企画の立案、連携イ

ベント等に繋がり、歴史的コミュニティ、地域文化の継承を実現し

ている。 

本研究では、LA 市リトルトーキョーを対象として、歴史地区の指

定だけでなく、歴史地区の運営の重要性を示すことができた。NPO 法
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人といった市民組織の活発化と連携は、歴史的コミュニティと地域文

化を継承する方法の土台となり、歴史地区の指定に関わり、かつ運営

にも深く関わっている。市民組織・NPO 法人同士の連携や自治体・民

間企業との連携、さらに歴史保存を目的として幅広く活動する NPO

法人と連携することで、日本の大都市においても歴史的コミュニティ

と地域文化の継承が進み、重要伝統的建造物群保存地区の指定も増え

ていくことを望む。また、リトルトーキョーのように、運営に関わる

NPO 法人が歴史地区に限定せず他の地域でも活動を行い、独自の安

定した複数の収入源を確保することで歴史地区の持続的な運営が可

能となっていることは、日本においても参考となる運営方法と言える。 

一方で、再開発を計画し事業を行ってきた CRA が、NPO 法人や市

民組織の積極的な活動を受けて、業務の延長として建物保全計画を作

成し、National Historic Landmark への申請を行う等、リトルトーキョ

ーHD 指定に重要な役割を果たしていたことから、日本の大都市にお

いても、都市計画コンサルタント等が、再開発業務の延長として歴史

地区の指定を働きかけるといった、歴史的コミュニティと地域文化の

継承に一役買うことも期待したい。 
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注釈 

注1) 「歴史的コミュニティや地域文化」を、歴史的市街地や遺産の保全及び

人々の継続的な居住、また居住によって培われてきた歴史や文化、また

経済活動や環境と定義する。リトルトーキョーにおいては、日系人に関

わる事柄である。 

注2) 「伝統的建造物群保存地区」とは、伝統的建造物群及びこれと一体をな

してその価値を形成している環境を保存するために市町村が定める地

区である（文化財保護法第 9 章第 142 条から一部抜粋）。「文化庁の重要

伝統的建造物群保存地区一覧」を参照すると、2025 年 7 月現在、重要伝

統的建造物群保存地区は、東京 23 区と政令指定都市では、京都市の 4

地区、名古屋市の 1 地区、神戸市の 1 地区と極めて限定的である。 

注3) 比較的、網羅的に状況を提示し解説しているものに、参考文献 11)があ

る。 

注4) 2024 年 9 月 11 日～2024 年 9 月 17 日の現地調査。 

注5) 元 Community Redevelopment Agency of the City of Los Angeles 職員 Yukio 

Kawaratani 氏への聞き取り調査：2024 年 6 月 9 日 事前メモ、2024 年 6

月 11 日 9:00～10:00 オンラインにて実施。 

注6) Little Tokyo Historical Society 会長 Mike Okamura 氏への聞き取り調査：

2024 年 3 月 2 日 15:30～16:30 Japanese American National Museum、2024

年 9 月 15 日 13:30～14:30 Japanese American National Museum、2024 年 12

月 24 日 メール質問にて実施。 

注7) 初代 Little Tokyo Service Center センター長 Bill Watanabe 氏への聞き取り

調査：2024 年 3 月 3 日 15:00～16:00 Mitsuru Café、2024 年 9 月 16 日

12:00～13:00 Izakaya Gazen、2024 年 12 月 29 日 メール質問にて実施。 

注8) Little Tokyo Community Council 取締役 Kristin Fukushima 氏への聞き取り

調査：2024 年 3 月 4 日 9:00～10:00 Far East Lounge にて実施。 

注9) Japanese American National Museum 展示物管理者 Kristen Hayashi 氏への

聞き取り調査：2024 年 3 月 4 日 10:00～11:00 Japanese American National 

Museum にて実施。 

注10) 現 Little Tokyo Service Center センター長 Eric Nakano 氏及び Little Tokyo 

Service Center コミュニティ開発管理者 Takao Suzuki 氏への聞き取り調

査：2024 年 3 月 12 日 9:00～10:00 オンラインにて実施。 

注11) リトルトーキョー居住者 Bradly Hammond 氏への聞き取り調査：2024 年

8 月 22 日 8:00～9:00 オンライン、2024 年 9 月 7 日 8:00～9:00 オンラ

イン、2024 年 11 月 9 日 9:30～10:00 オンライン、2024 年 12 月 21 日

9:00～10:00 オンラインにて実施。 

注12) 3 代目 Anzenhardware 店主 Takatani Nori 氏への聞き取り調査：2024 年 9

月 13 日 11:00～11:30 Little Tokyo Koban and Visitor's Center にて実施。 

注13) 「再開発第一波」、「再開発第二波」、「再開発第三波」は参考文献 16)を

参照。 

注14) 第二次世界大戦中の日系人の大量強制収容後に、連邦政府から公民権の

回復、謝罪、金銭的補償を得るための運動。参考文献 17)を参照。 

注15) 古く、経済的に困難な状況にある建物または歴史的に重要な建物を、ア

パートメント、住居兼作業スペース、または観光施設へと転換すること

を促進し、LA 市ダウンタウンの活性化と総合計画の実現を目指す条例

（LA 市法第 12.22 条のサブセクション A のサブディビジョン 26 から

一部抜粋）。 

注16) 参考文献 5), 16), 18) 及び現地調査 注 4) にもとづく。 

注17) LA Census データによる。センサス調査区域番号は、2062.01 と 2062.02。

区域境界は、西＝Los Angeles Street, 東＝Alameda Street, 南＝Fifth Street, 

北＝Temple Street。1960 年：2,753 人、1970 年：1,522 人、1980 年：2,430

人、1990 年：2,448 人、2000 年：3,477 人、2010 年：3,386 人、2020 年：

5,682 人。 

注18) 参考文献 18) 及びヒアリング調査 注 8), 注 12) にもとづく。 

注19) ヒアリング調査 注 6), 7), 8), 9), 10), 11)にもとづく。 

注20) 低所得者層向けの住宅 

注21) 参考文献 7）の p.899 参照。 

注22) 参考文献 4）の p.1 参照。 

注23) 参考文献 7）の p.895 参照。 

注24) 参考文献 7）の p.899 参照。 

注25) 参考文献 7）の p.900 参照。 

注26) 元 CRA 職員 Yukio Kawaratani 氏への聞き取り調査を参照。 
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